
 

 

  

 

 

令和７年度から島根県除雪機械運転資格取得支援補助金の 

年齢条件を緩和します。 
  

 島根県では、平成 30 年度より除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る費用の一部

を支援する補助金制度を実施していますが、除雪オペレーター確保をさらに促進するた

め、令和７年度から対象年齢の条件を緩和します。（５０歳未満 ⇒ ６０歳未満） 

■制度の概要 

（１）対象者：県内の道路等の除雪業務を行う県内事業者 

（２）対象経費：以下の資格の取得に要する教習料、学科試験料、実技試験料及び運転免許試験料

を合算した額 

         ・大型自動車免許 

         ・大型特殊自動車免許 

         ・車両系建設機械運転技能講習 

（３）資格を取得する際の条件：６０歳未満であること（※交付申請日_時点） 

（４）補助率：１／３（限度額は１人につき２０万円以内） 

■令和７年度の事業概要 

・受付期間：令和７年４月１日（火）～令和７年１２月１０日（水） 

注）教習等の受講前に、交付申請手続きが必要です。 

募集人数：約５０名 

※予算に限りがあるため、期間内でも申請受付を終了する場合がありますので、 

申請を希望される方は早めに申請をお願いします。 

※過年度実績 R2（20 名）、R3（29 名）、R4（27 名）、R5（53 名）、R6（57 名） 

資格を取得したことを報告する期限：令和７年１２月２６日（金） 

■提出先、事前相談先 

※別添一覧表のとおり 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生を進めるため

の新規・拡充施策 

Ⅲ 地域を守り、のばす 
５ 地域の生活基盤を支える人材の確保 
しまねの建設担い手確保・育成事業（P.43） 

島根県土木部道路維持課   
担当者名 道路維持第一係 中村

なかむら

 
TEL    0852-22-6568              

Email  douroiji@pref.shimane.lg.jp 
 

プレスリリース 令和７年３月２５日（火） 
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